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工 事 実 施 基 本 計 画 河川整備基本方針（長期的な基本方針）

１．河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 １．河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

　・洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減 　・洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減

  ・河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持   ・河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

  ・河川環境の整備と保全

２．河川工事の実施の基本となるべき計画に ２．河川の整備の基本となるべき事項

　　　　　　　　　　　　　　　　 関する事項 　・基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分

　・基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分 　・主要な地点の計画高水流量

　・主要な地点の計画高水流量 　・主要な地点の流水の正常な機能を維持するために必要な流量

　・主要な地点の流水の正常な機能を維持するために 　・主要な地点の計画高水位、計画横断形に係る川幅

　                                       必要な流量

河川整備計画（２０～３０年の具体的・段階的な計画）

３．河川工事の実施に関する事項 １．河川整備の目標

　・河川整備計画の対象区間、対象期間

　・主要な地点の計画高水位、計画横断形等 　・洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

  ・河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

　・主要な河川工事の目的、種類、施行の場所   ・河川環境の整備と保全に関する目標

２．河川工事の実施に関する事項

　・当該工事による主要な河川管理施設の機能 　・河川工事の目的、種類、施行の場所

　・当該工事による主要な河川管理施設の機能

　・河川の維持の目的、種類、施行の場所

工事実施基本計画と河川整備基本方針・河川整備計画



淀川水系流域委員会と近畿地方整備局との関係
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淀川水系流域委員会準備会議への諮問

【 諮 問 】

今後、設置する淀川水系流域委員会のあり方について

【諮問理由】

建設省では 平成９年の河川法改正に伴い 河川整備基本方針 河川整備計画、 「 」「 」

を策定することとなった。

ついては、近畿地方建設局でも学識経験者や住民の皆さんから意見を頂いて、今

後２０～３０年間の具体的な河川の整備内容を示す河川整備計画を策定するため、

各水系において「流域委員会」の設置を予定している。

今回 「淀川水系河川整備計画 （直轄管理区間を基本）の策定に際し、学識経、 」

験者等から意見を頂くための『淀川水系流域委員会』を設置するにあたり、この流

域委員会のあり方について問うものである。

Ｈ１２．７．２６

第１回淀川水系流域委員会

準備会議 配付資料より



淀川水系河川整備計画の策定に向けて

淀川水系流域委員会準備会議の設立趣旨

建設省では、平成９年の河川法改正に伴い「河川整備基本方針 「河川整備計画」を」

策定することとなりました。

近畿地方建設局では学識経験者や住民の皆様の意見を頂いて、２０～３０年間の具体

的な河川整備の内容を示す河川整備計画を策定するため 各水系において 流域委員会、 「 」

の設置を予定しております。

今回、近畿地方建設局では「淀川水系河川整備計画 （直轄管理区間を基本）の策定」

に際し、学識経験者等から意見を頂くための流域委員会を設置するにあたり、この流域

委員会のあり方（構成、メンバー等）について学識経験者から提言を頂くことを目的と

して 「淀川水系流域委員会準備会議」を設置するものであります。、

Ｈ１２．７．２６

淀川水系流域委員会準備会議

設立会 配付資料より



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ１２．１０発行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淀川水系流域委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備会議ニュース No.2　より

●淀川水系流域委員会および準備会議について                           

◆淀川水系流域委員会とは

　建設省では、1997 年の河川法の改正に伴い「河川整備基本方針」「河川整備計画」を

策定することになりました。

　近畿地方建設局では、学識経験者や住民の皆様の意見を頂き、20～30 年間の具体的

な河川整備計画を策定するため、各水系において、「流域委員会」の設置を予定してい

ます。

◆準備会議の目的

　準備会議は、淀川水系河川整備計画の作成にあたって、関係住民の意見の反映方法に

ついて提言するとともに、「淀川水系流域委員会」のあり方（構成、メンバー等）につ

いても提言を行います。

◆準備会議の組織等

　準備会議は、淀川水系に関して学識経験を有する次の４名の委員で構成されます。準

備会議は、近畿地方建設局長が設置、庶務担当は（株）三菱総合研究所が行います。

表　準備会議　委員名簿

氏　　名 所　　属

芦田　和男 京都大学　名誉教授

（河川環境管理財団　大阪研究所長）

川那部　浩哉 京都大学　名誉教授

（滋賀県立琵琶湖博物館　館長）

寺田　武彦 弁護士

（日弁連公害対策・環境保全委員会元委員長）

米山　俊直 京都大学　名誉教授

（大手前大学　学長）
五十音順、敬称略



淀川水系流域委員会と部会


